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令和 6年 3月 1日 

医療法人せいとく会 

褥瘡対策指針 
1. 総則 

  医療法人せいとく会・社会福祉法人かむろ（以下「当法人」という）は、利用者に対

し良質なサービスを提供する取り組みの一つとして、褥瘡が発生しないような適切な介

護に努めると共に、その発生を防止するために体制を整備する事を目的に、褥瘡対策指

針を定めるものである。 

 

2. 職員の責務 

  当法人の職員は、褥瘡に対する基礎的知識を持ち、日常的なケアにおいて褥瘡発生の

予防について配慮しなければならない。 

 

3.  褥瘡予防対策担当者の決定 

（1）褥瘡予防対策担当者の定義 

  委員長（医師）は、褥瘡の発生防止に必要な知識及び技能を有する者として、（看護職 

員の中から）専任の「褥瘡予防対策担当者」（以下「担当者」と略す）を 1名指名し、当

法人内の褥瘡予防対策を担当させる。尚、担当者は看護業務等の他の業務との兼務を可

とする。 

（2）褥瘡予防対策担当者の職務 

  褥瘡予防対策担当者は、サービス担当者会議等に出席し、褥瘡予防に関する助言・指 

導を行う。 

 

4.  褥瘡対策チームの設置 

（1）目的 

  当法人内の褥瘡予防対策を効果的に推進する為に、当法人に「褥瘡対策チーム」を設 

置する。 

（2）褥瘡対策チームの構成 

  褥瘡対策チームは、次に掲げる者で構成する。 

   ア 医師 （委員長） 

   イ 褥瘡予防対策担当者 看護師（副委員長） 

   ウ 看護職員 

   エ 介護職員 

   オ 栄養士（栄養部門責任者） 

   カ 作業療法士及び理学療法士 

（3）褥瘡対策委員会の開催 

  褥瘡対策チームは、委員長の召集による褥瘡対策委員会を定例開催（月 1回）し、次 
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に掲げる事項について審議する。 

   ア 法人内における褥瘡及び合併する感染症の予防体制の確立に関する事 

   イ 褥瘡予防に関する情報の収集に関する事 

   ウ 法人内での報告のあった褥瘡事例の対応策に関する事 

   エ 褥瘡予防のためのマニュアル類の整備に関する事 

   オ 職員を対象とした褥瘡予防に関する研修の実施に関する事 

   カ その他、当法人内の褥瘡の発生予防のために必要な事項に関する事 

 

5.  褥瘡予防の手順 

（1）褥瘡予防のための計画の作成 

  褥瘡予防対策担当者は、別に定める基準に規定される褥瘡のハイリスク者に対し、褥 

瘡予防の為の計画を作成する。 

（2）褥瘡予防の実践 

  介護職員等は、褥瘡予防計画の則り、別に定めるマニュアルに従って、日常的なケア 

において褥瘡予防の実践に努めなくてはならない。 

（3）褥瘡予防の評価 

  褥瘡予防対策担当者は、褥瘡予防計画に従って適切な褥瘡予防の実践が行われている 

かを、定期的に評価しなければならない。 

 

6.  褥瘡対策に関する研修 

  委員長は、あらかじめ褥瘡対策委員会において作成された研修計画に従い、主に介護 

職員を対象とした褥瘡対策に関する法人内職員研修を、定期的かつ継続的に実施する。 

 

7. 外部専門家の活用 

  委員長は、施設外の専門家に依頼し、職員が褥瘡対策についての相談、指導等を積極 

的に受ける事が出来る体制を整備するように努める。 

 

8. 当指針の閲覧について 

  当指針はホームページ上に公表し、利用者等からの閲覧の求めには速やかに応じるも

のとします。 

 

9. その他 

（1）記録の保管 

  褥瘡対策委員会の審議内容等、法人内における褥瘡予防に関する諸記録は 3年間保管 

する。 

（2）指針等の見直し 

  本指針及び褥瘡予防に関するマニュアル類等は褥瘡対策委員会において定期的に見直 

し、必要に応じて改正するものとする。 


